
　
古
紙
・
古
布
の
集
団
回
収
を
し
て
い
る

団
体
を
支
援
し
、
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ

ク
ル
を
進
め
る
た
め
、
古
紙
等
回
収
倉
庫

を
貸
し
出
し
ま
す
。

●
対
象
団
体
　
市
内
の
次
の
団
体

◇
各
区
◇
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
◇
子
ど
も

会
◇
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
ク
ラ
ブ
◇
Ｐ

Ｔ
Ａ
◇
共
同
住
宅
の
住
民
に
よ
る
団

体
　
な
ど

※
事
業
所
へ
の
貸
与
は
不
可

●
貸
し
出
し
条
件
　
次
の
全
て
に
当
て
は

ま
る
こ
と

◇
貸
し
出
し
後
、
５
年
以
上
継
続
し
て

集
団
回
収
を
行
う
見
込
み
が
あ
る

◇
過
去
５
年
以
内
に
貸
与
を
受
け
て
い

な
い

◇
倉
庫
を
設
置
す
る
場
所
が
確
保
で
き
る

※
設
置
場
所
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
の

事
前
承
認
の
書
面
が
必
要

●
貸
出
期
間
　
倉
庫
の
設
置
か
ら
５
年

※
貸
与
中
の
回
収
実
績
に
よ
り
、
貸
出
期

間
満
了
後
に
無
償
譲
渡
制
度
あ
り

●
申
込
方
法
　
電
話

※
申
込
後
、
必
要
書
類
を
送
付
し
、
貸
与

条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
審
査
し
ま
す
。

●
注
意
事
項

◇
倉
庫
の
設
置
に
障
害
と
な
る
も
の
の

撤
去
や
整
地
は
、
借
り
る
団
体
で
事

前
に
行
う
こ
と

◇
倉
庫
は
借
り
る
団
体
で
管
理
し
、
補

修
や
移
動
、
撤
去
の
費
用
は
自
団
体

で
負
担
す
る
こ
と

◇
古
紙
等
回
収
以
外
の
目
的
で
の
使

用
、
他
の
団
体
や
個
人
な
ど
へ
の
貸

し
出
し
は
不
可

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・
最

終
処
分
場
担
当☎（
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古
紙
等
回
収
倉
庫
の
貸
し
出
し

引
き
取
り
は
ど
う
や
っ
て
頼
む
の
？

●
買
い
替
え
る
と
き
　
新
し
く
購
入
す
る

店
に
依
頼

●
廃
棄
す
る
と
き

◇
購
入
し
た
店
か
近
く
の
電
器
店
に
相
談

◇
市
の
許
可
業
者
に
収
集
を
依
頼

◇
郵
便
局
で
リ
サ
イ
ク
ル
券
を
購
入
し

指
定
引
取
場
所
に
持
ち
込
む

※
許
可
業
者
や
指
定
引
取
場
所
に
つ
い
て

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

料
金
は
ど
の
く
ら
い
か
か
る
の
？

●
収
集
運
搬
料
金
　
種
類
・
引
取
先
な
ど

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
　
９
９
０
円
〜
（
種

類
や
メ
ー
カ
ー
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。）

リ
サ
イ
ク
ル
工
場
に
運
ば
れ
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
の
？

　
リ
サ
イ
ク
ル
券
の
控
え
に
記
載
さ
れ
て

い
る
「
お
問
い
合
わ
せ
管
理
票
番
号
」
で

確
認
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
セ
ン
タ
ー

０
１
２
０（
３
１
９
）６
４
０

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

家
電
４
品
目(

テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機)

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
廃
家
電
を

引
き
渡
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
不
用
品
回
収
チ
ラ
シ
を
投
函
し
た
り
、

ト
ラ
ッ
ク
や
空
き
地
を
利
用
し
た
不
用
品

回
収
業
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
市
町
村
の
許

可
を
得
ず
に
営
業
し
て
い
ま
す
。
無
料
回

収
と
宣
伝
し
な
が
ら
、
突
然
、
高
額
を
請

求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
違
法
に
回
収
さ
れ
た
廃
家
電
の

多
く
が
、
国
内
外
で
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、

不
適
正
に
処
理
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
廃
家
電
は
正
し
く
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

小
売
業
者
の
義
務

◇
過
去
に
販
売
し
た
家
電
、
ま
た
は
家
電
販

売
時
の
同
種
家
電
の
引
き
取
り
を
排
出

者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
の
引
き
取
り

◇
引
き
取
っ
た
家
電
の
製
造
業
者
な
ど

（
ま
た
は
指
定
法
人
）
へ
の
引
き
渡
し

◇
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
の
公
表

◇
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
の
交
付
・
保
存

●
問
い
合
わ
せ
先

循
環
型
社
会
推
進
課
生
活
環
境
・
最

終
処
分
場
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
８
９

　大野城市は、脱炭素社会の実現に向けて、令和３年２月に2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す「ゼ
ロカーボンシティ大野城」を宣言しました。
　ゼロカーボンシティを実現するため、省エネ家電の購入や電気・ガスの使用量削減など、身近なエコアクショ
ンを実施することでポイントがゲットできる「ECOチャレンジ」の参加世帯を募集します。
　ECOチャレンジで取得したポイントは、交通系ＩＣカードのポイントに交換することができます。

●主なエコアクション（一部）

●ECOチャレンジの流れ
参加申込（専用ＷＥＢサイトまたは郵送）→エコアクションの実施
→エコアクションの報告（専用ＷＥＢサイトまたは郵送）→ポイントの受け取り

●募集期間　５月７日㈬～12月31日㈬
●エコアクション取組期間　４月１日㈫～令和８年１月31日㈯
●募集世帯数　1000世帯
●年間のポイント上限　5000ポイント
●参加条件
◇大野城市内に居住していること
◇交通系ＩＣカード（ニモカ、スゴカ、はやかけん）のいずれかを持っていること
◇脱炭素行動に積極的に取り組む意欲があること

※申込方法やエコアクションの詳細は、市ホームページまたはECOチャレンジ専用WEBサイトで確認してくだ
さい。

●申し込みと問い合わせ先
◇ECOチャレンジに関すること
ECOチャレンジ事務局　☎050(1754)8223
◇事業に関すること
循環型社会推進課ゼロカーボン推進担当　☎（580)1886

省エネ家電の購入

電気・ガスの使用量削減

地域産農水産物の購入

環境イベントへの参加

緑のカーテンの設置

家庭用ＬＥＤ照明器具などの購入

マイボトルの購入

リペア、リユースショップ、
フリマアプリなどの利用（衣服のみ） 上限900

2000

電気・ガスそれぞれ上限1500

県内産の場合上限500

各100

500

上限2000

300

種類 ポイント数

※上限などの記載のないものは１年間に１回のみ

専用ウェブサイト
（５月７日公開予定）

エコアクションでポイントをゲットしよう！
ECOチャレンジ参加世帯大募集
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